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《写真》
今も、これからも。ふたりは仲良し！
（ぴよぴよサロン／子育て支援センターにて）
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を受けましょう
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■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９

婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診
骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう

令和4年度の婦人科検診

集団検診実施日

申込から受診までの流れ

抽選結果送付時に同封した婦人科検診票等を持参して受診してください。

ＳＴＥＰ３ 予約日に受診する

７月初旬に２０歳以上の方へ「婦人科検診（集団）申込書」を郵送します。申込書の赤枠部分を漏れなく
ご記入いただいたうえで、同封の返信用封筒に入れて投函してください。
※令和４年８月５日（金）消印有効
《注意》骨粗しょう症検診も予約が必要です。受診したい方は必ずお申込みください。

ＳＴＥＰ１ 郵送で申込みをする

ＳＴＥＰ２ 抽選結果が届く（９月上旬予定）

郵
便
申
込

抽

選

当選者…婦人科検診票（検診日・受付時間が記載されます）等を郵送します。
　　　 検診日にそれを持参して受診してください。
落選者…落選通知を郵送します。個別検診をご検討いただくか、抽選後に空き
　　　　がある場合は保健センターで随時受付します。

◎受付時間について
・受付時間は、「密」を避けるため、抽選後割り振りをさせていただきます。
・骨粗しょう症検診以外は、同日に受診できるように抽選を行います。
・子宮頸がん検診を希望しない方は、原則午前に割り振られます。
・子宮頸がん検診の開始時間は午後１時３０分からです。

【会場】美浦村保健センター

受　付　時　間受　付　時　間
午前９時３０分～１１時２０分 午後１時～２時５０分

骨粗しょう症単独検診骨粗しょう症単独検診
１１月１６日（水）

１０月１８日（火）１０月１８日（火）
１０月１９日（水）１０月１９日（水）
１０月２０日（木）１０月２０日（木）
１０月２１日（金）１０月２１日（金）
１０月２２日（土）１０月２２日（土）
１１月１３日（日）１１月１３日（日）
１１月１４日（月）１１月１４日（月）

１０月１７日（月）１０月１７日（月）

受　付　時　間受　付　時　間
午前１０時～１０時３０分午前１０時～１０時３０分 午後０時３０分～１時２０分午後０時３０分～１時２０分

乳がん・骨粗しょう症乳がん・骨粗しょう症

乳がん・骨粗しょう症乳がん・骨粗しょう症

乳がん乳がん

乳がん乳がん

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症

乳がん・子宮頸がん乳がん・子宮頸がん

乳がん・子宮頸がん乳がん・子宮頸がん

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症

婦人科検診婦人科検診

集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります
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令和４年度の婦人科検診

※１年齢は令和５年３月３１日時点
※２マンモグラフィは２年に１回の受診となります

◎下記対象者へ、無料で検診を受けることができるクーポン券を 5月中旬頃に送付しています。
　集団検診・個別検診どちらでもご利用になれます。ぜひご利用ください。

①受診前に保健センターで、受診券の申請をしてください。（受診券発行・受診期間：令和５年３月３１日まで）
②その後、指定医療機関にて予約をお取りください。
③検診当日、自己負担金を医療機関にお支払いください。
※指定医療機関については、村ホームページをご覧ください。
　受診券交付の際にも一覧表をお渡しします。

個別検診の申込方法

子宮頸がん検診

骨粗しょう症検診

乳がん検診

検　診　内　容検　診　内　容

子宮頸部細胞診

超音波検査（エコー）
マンモグラフィ（Ｘ線）２方向※２

マンモグラフィ（Ｘ線）１方向※２

かかとの超音波検査

子宮頸部および体部細胞診
（医師の判断で実施）

２０歳以上の女性

２０歳以上の女性

３０～５６歳女性
４０～４９歳女性
５０歳以上の女性

対象者※１対象者※１

実施なし

１，２００円

８００円

７００円

７００円

５００円
（４０歳無料）

集団集団

実施なし

１，８００円
１，３００円

１，３００円

１，６００円

２，１００円

個別個別
自己負担額自己負担額

個別検診・・・指定医療機関で、都合の良い日に受診することができます個別検診・・・指定医療機関で、都合の良い日に受診することができます

検診内容・対象者・自己負担額検診内容・対象者・自己負担額

皆さまに安全・安心して検診を受診していただくために、以下の対策を講じています。
ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

・３密（密閉・密集・密接）を回避するため、来所時間を分散し完全予約制で実施します。
・受診者間の距離を確保するとともに、検診に要する時間を可能な限り短縮します。
・職員はアルコール消毒液により入念に手指消毒を行います。また、受診者が触れる箇所を定期的に
消毒し、環境衛生に努めます。

・入館前に検温・健康状態の確認を実施いたします。発熱等、健康状態によっては受診をお断りする
場合がございますのでご了承ください。

・会場では室内は、適宜換気を行い、職員、受診者ともに、マスク着用を原則とします。
・受診者は体温調整しやすい服装かつマスク着用のうえご来所ください。
・入口等にアルコール消毒液を用意しますので、入館（室）時と退館（室）時のほか、検診中も適宜手指
消毒をお願いします。

・新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすい高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患
がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は、感染リスクも考慮し
受診をご検討ください。

・感染症の流行状況により、検診が中止または変更となる場合がございます。

集団検診における感染症予防対策について集団検診における感染症予防対策について

平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれ平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれ
昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日生まれ昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日生まれ

子宮頸がん検診
乳がん検診（マンモグラフィ２方向）

クーポン券種類クーポン券種類 対象者生年月日対象者生年月日

◀村ホームページ
　子宮頸がん・乳がん検診
（医療機関検診）



4421 広報みほ　令和４年６月号

◆問合せ　水戸地方法務局土浦支局☎０２９－８２１－０７９２

人権擁護委員の日人権擁護委員の日

地域の話題を
お待ちしています
■総務課・広報係
☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５
■総務課・広報係
☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５
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村内小学生の作品が優秀賞に！村内小学生の作品が優秀賞に！

安中小学校児童がやまゆりの苗を定植安中小学校児童がやまゆりの苗を定植

　村内小中学校より「家庭の日」をテーマとした絵画、ポスターを募集し３点の作品を公益社団法人茨城県
青少年育成協会に推薦しました。これらの作品は、２月１日から７日の間、イオンモール水戸内原におい
て展示されました。
　小学生の部では、県内市町村から応募された３，４５８作品のうち７４作品が会場に展示され、村から推薦さ
れた作品は上記のとおり受賞しました。おめでとうございます。

　４月１９日、安中小４年の児童たちが、やまゆりの苗を校庭に植
え付けました。
　これは、村内において年々減少しつつある村の花「やまゆり」の
保護に取り組む、陸平をヨイショする会山ユリ班のメンバーたち
が、安中小の敷地内で自生するやまゆりからとれた種を植えて育
てた苗４２株を、４年生の児童たちが総合的な学習の時間に、校庭
に植え付ける作業をするというものです。
　これを機に児童たちが、村の花「やまゆり」に関心を持つととも
に、自分たちの手で穴を掘って肥料をやり、丁寧に植え付けたや
まゆりが咲く日が来るのが待ち遠しいですね。

【優秀賞】
木原小２年　髙木菜帆さん
木原小２年　飯村香月さん
安中小５年　石井瑚竜さん
※学年は令和３年度時点です

飯村香月さん飯村香月さん 髙木菜帆さん髙木菜帆さん 石井瑚竜さん石井瑚竜さん

　

４
月
２３
日
、
中
央
公
民
館
で
令
和
４
年
度
区
長
・
副
区
長
会

議
が
開
催
さ
れ
、
各
地
区
の
区
長
さ
ん
・
副
区
長
さ
ん
に
任
命

書
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
会
議
に
引
き
続
き
区
長
会
総

会
が
開
催
さ
れ
、
令
和
４
年
度
の
役

員
さ
ん
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
地
区
の

代
表
で
あ
る
区
長
さ
ん
は
、
地
域
と

行
政
が
一
体
と
な
っ
た
活
力
あ
る
住

み
よ
い
村
づ
く
り
に
向
け
て
、
住
民

と
行
政
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て

ご
活
躍
く
だ
さ
い
ま
す
。
４４
名
の
区

長
さ
ん
、
４９
名
の
副
区
長
さ
ん
一
年

間
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◎
令
和
４
年
度

　
　
　
　

区
長
会
役
員　

敬
称
略

　

会　

長　

長
﨑
武
夫
（
興
津
）

　

副
会
長　

市
川
博
貞
（
余
郷
）

　
　
　
　
　

宇
津
木
一
男
（
郷
中
）

　
　
　
　
　

村
口
具
隆
（
土
浦
）



55

おめでとう　美浦所属馬　ＧⅠ、Ｊ・ＧⅠ　優勝！おめでとう 美浦所属馬 ＧⅠ、Ｊ・ＧⅠ優勝！おめでとう　美浦所属馬　ＧⅠ、Ｊ・ＧⅠ　優勝！おめでとう 美浦所属馬 ＧⅠ、Ｊ・ＧⅠ優勝！

第８２回第８２回桜花賞桜花賞

第２４回第２４回 中山グランドジャンプ中山グランドジャンプ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厩舎には訪問せず電話による取材とさせていただいております。
　なお、掲載している写真については、以前の取材時に撮影させていただいたものを使用しております。

スターズオンアース号

オジュウチョウサン号

４月１０日、阪神競馬場（１６００ｍ・芝）で行われた、
第８２回桜花賞において、美浦トレーニング・センター
高柳瑞樹厩舎のスターズオンアース号が、重賞初勝利
をＧⅠ制覇という最高の形で飾りました。
　道中は中団馬群の真ん中で足をためながらレースを
進めたスターズオンアース号。直線に入ってからは、
狭いところをうまくさばいていった。眼前にいた２頭
の間を割って抜け出すと、鋭い末脚が冴えわたり、ハ
ナ差を捉えて先頭でゴールした。
　スターズオンアース号の厩務を担当する藤平真慶厩
務員は、「スイッチが入るとやんちゃになりますが、基
本はおとなしい子です。特に牝馬は環境の変化に敏感
ですが、この子はとてもどっしり構えていて、今回の
長距離移動でも普段通り、レースに臨んでいました。
結果を聞いた直後は、勝ったことがあまりピンとこな
かったのですが、部屋に帰って一人になるとじわじわ
勝った実感が湧いてきました。今後については、今ま
で通り一緒に日々努力していけたらいいなと思ってい
ます。」と語ってくれました。
　スターズオンアース号の今後のますますの活躍が楽
しみですね。

４月１６日、中山競馬場（障害・４２５０ｍ・芝）で行われ
た、第２４回中山グランドジャンプにおいて、美浦トレ
ーニング・センター和田正一郎厩舎のオジュウチョウ
サン号が、２年ぶり６度目の優勝を果たしました。こ
れで、障害ＧⅠタイトルは通算９個目となり、自身が
持つＪＲＡ記録をまたも更新しました。
　今レースも１番人気の支持を受けた１１歳の絶対王者
オジュウチョウサン号。道中は好位置で立ち回り、最
終障害を飛越すると完全に２頭の一騎打ちとなった。
地力の差も示すようにゴール前で抜け出すと、そのま
ま先頭でフィニッシュした。

オジュウチョウサン号の厩務を担当する長沼昭利厩
務員は、「前回のレースの疲れが少し残っている状態だ
ったので、内心とても心配していました。ただ、レー
スになると持ち前の負けん気と芯の強さ、そして何よ
りファンの方の声援が、あの子に力を与えてくれて勝
つことができました。今後も年齢的に自分との戦いに
なっていくので、そのなかでＧⅠ１０勝目ができればい
いなと思います。」と語ってくれました。
　オジュウチョウサン号のさらなる活躍が楽しみです。長沼昭利 厩務員長沼昭利 厩務員

藤平真慶 厩務員藤平真慶 厩務員

石神深一 騎手石神深一 騎手和田正一郎 調教師和田正一郎 調教師

高柳瑞樹 調教師高柳瑞樹 調教師
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新型コロナワクチン最新情報新型コロナワクチン最新情報

追加（４回目）接種 について追加（４回目）接種 について追加（４回目）接種 について
■問合せ　健康増進課（保健センター）☎０２９－８８５－１８８９

美浦村における４回目接種に関する方針美浦村における４回目接種に関する方針

・７月初旬より接種を開始します。（３回目の住民接種が２月１日より開始したため）
・６月初旬より、接種日の早い方から順に接種券の発送を開始します。接種券が届いた方から予約がで
　きます。
・６月１日（水）より美浦村新型コロナワクチン接種コールセンターを再開します。

・７月初旬より接種を開始します。（３回目の住民接種が２月１日より開始したため）
・６月初旬より、接種日の早い方から順に接種券の発送を開始します。接種券が届いた方から予約がで
　きます。
・６月１日（水）より美浦村新型コロナワクチン接種コールセンターを再開します。

基礎疾患を有する方（１８歳～５９歳）について基礎疾患を有する方（１８歳～５９歳）について

美浦村では、３回目の接種日から 5か月を経過する全ての１８歳～５９歳の方に接種券を発送しますので、
基礎疾患をお持ちで接種を希望する方は、ご予約のうえ接種をしてください。
基礎疾患をお持ちでない方は接種を受けることができませんが、今後対象が拡大される可能性がありま
すので接種券は保管しておいてください。６０歳以上の方は、基礎疾患の有無に関わらず接種できます。

美浦村では、３回目の接種日から 5か月を経過する全ての１８歳～５９歳の方に接種券を発送しますので、
基礎疾患をお持ちで接種を希望する方は、ご予約のうえ接種をしてください。
基礎疾患をお持ちでない方は接種を受けることができませんが、今後対象が拡大される可能性がありま
すので接種券は保管しておいてください。６０歳以上の方は、基礎疾患の有無に関わらず接種できます。

３回目の接種間隔が５か月に短縮されます３回目の接種間隔が５か月に短縮されます

２回目の接種日から５か月後に３回目の接種ができるようになります。（現在は６か月）
４回目の接種同様、５月下旬ごろに法改正がなされる予定です。それによって新たに対象となる方へ
は、法が改正され次第接種券を発送します。

２回目の接種日から５か月後に３回目の接種ができるようになります。（現在は６か月）
４回目の接種同様、５月下旬ごろに法改正がなされる予定です。それによって新たに対象となる方へ
は、法が改正され次第接種券を発送します。

４回目接種の概要について４回目接種の概要について

◇接種対象者　　①６０歳以上の方　
　　　　　　　　②１８歳～５９歳で基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方
　　　　　　　　※年齢は、接種日時点の年齢です。
　　　　　　　　※今後、対象が拡大される可能性があります。
◇接種間隔　　　３回目の接種日から 5か月
◇使用ワクチン　ファイザー社製又は、武田／モデルナ社製

◇接種対象者　　①６０歳以上の方　
　　　　　　　　②１８歳～５９歳で基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方
　　　　　　　　※年齢は、接種日時点の年齢です。
　　　　　　　　※今後、対象が拡大される可能性があります。
◇接種間隔 　　３回目の接種日から 5か月
◇使用ワクチン　ファイザー社製又は、武田／モデルナ社製

４月末、新型コロナワクチンの４回目の接種について国から説明がありました。
４回目の接種は、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として実施されます。
５月下旬ごろに法が改正され特別臨時接種として認められる見込みです。

新型コロナワクチン接種は強制ではありません

　しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り
接種が行われます。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効
果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意志で接種を受け
ていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な

扱いをすることのないようお願いいたします。

　しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り
接種が行われます。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効
果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意志で接種を受け
ていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な

扱いをすることのないようお願いいたします。
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◇申込期限 １１月３０日（水）
※予算額に到達した時点で期限内でも終了となります。
◇申込方法　各申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて役場都市建設課まで提出してください。
※申込用紙は都市建設課窓口、または村ホームページからダウンロードしてください。
■問合せ 役場都市建設課☎０２９－８８５－０３４０（内）２２２

木造住宅耐震改修促進事業木造住宅耐震改修促進事業
地震災害における木造住宅の倒壊等を防止し、災害に強い安全な街づくりを進めるため、

※「総合支援メニュー」とは、耐震改修設計および耐震改修工事の一括補助となります。

耐 震 診 断・・・耐震診断士を派遣(無料)耐 震 診 断・・・耐震診断士を派遣(無料)

木造住宅の耐震性能の確認や耐震化の意識の啓発を図ることを目的に、木造住宅の耐震診断を希望され
る所有者等に専門の知識を持つ｢耐震診断士｣を派遣します。

◀次の全ての要件を満たす住宅が対象となります。
①美浦村にある昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の一戸建て住宅。
※店舗等の用途を兼ねるものは、住宅部分の床面積が過半を超えるもの。
②在来工法および枠組壁工法によって建築されたもの。
③延べ床面積が３０平方メートル以上のもの。
④他機関の同様の補助制度による補助を受けていないこと。
⑤所有者が村税等に滞納がないこと。

木造住宅の　　　　　　　　　　　　　　　費用の一部を補助します。
耐 震 診 断耐 震 診 断

　　　　　　　　　　　　
総合支援メニュー ※総合支援メニュー ※

総合支援メニュー ・・・ 改修工事費の５分の４以内の額を補助（上限１００万円）総合支援メニュー ・・・ 改修工事費の５分の４以内の額を補助（上限１００万円）

地震災害における木造住宅の倒壊等を防止し、災害に強い安全な街づくりを進めるため、木造住宅の耐
震改修設計・耐震改修工事費用の一部を補助します。

◀次の全ての要件を満たす住宅が対象となります。
①美浦村にある昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の一戸建て住宅。
※店舗等の用途を兼ねるものは、住宅部分の床面積が過半を超えるもの。
②在来工法および枠組壁工法によって建築されたもの。
③耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満とされたもので、耐震改修設計・工事に
よって上部構造評点を１．０以上とするもの。

④茨城県木造住宅耐震診断士等が耐震改修設計を行うものであること。
⑤当該年度の２月末日までに耐震改修設計および耐震改修工事が
　完了すること。
⑥他機関の同様の補助制度による補助を受けていないこと。
⑦所有者が村税等に滞納がないこと。

広報みほ　令和４年６月号
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介護保険の施設サービス（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域
密着型介護老人福祉施設）や、短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ）を利用した際の食
費・居住費は、利用者の自己負担となっています。しかし、低所得等の理由により自己負担が困難と認めら
れる方には、その方の世帯の所得に応じて３段階の自己負担限度額が設けられています。
認定を受け自己負担限度額の適用を受けるためには申請が必要です。

※現在の認定者には６月下旬に申請書を送付する予定です。

現在認定を受けている方には「介護保険負担限度額認定証」を交付しており、その有効期間は１年（令和４
年７月３１日まで）となっています。引き続き制度を利用するには新たに申請が必要となりますので、お忘れ
なく早めのお手続きをお願いします。

◎昨年度認定を受けた方も、再度申請が必要です

基準費用額（施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額）
利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
※１日あたり▲

居住費…ユニット型個室２，００６円、ユニット型個室的多床室１，６６８円
　　　　　従来型個室１，６６８円（介護老人福祉施設と短期入所施生活介護は１，１７１円）
　　　　　多床室３７７円（介護老人福祉施設と短期入所生活介護は８５５円）▲

食　費…１，４４５円

介護保険料負担限度額認定証
　　　　　の申請手続きについて
介護保険料負担限度額認定証
　　　　　の申請手続きについて

■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３・１３２・１３５

介護保険介護保険

❶住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者
❷住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も住民税非課税）でも、
　預貯金等が右記の金額を超える場合

自己負担限度額（１日あたり）

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、（　）内の金額となります。
※次の❶❷のいずれかに該当する場合、特定入所者介護（予防）サービス費の給付対象にはなりません。

食費の負担限度額食費の負担限度額
利用者負担段階利用者負担段階

居住費等の負担限度額居住費等の負担限度額

第１
段階
第１
段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

４９０円　
（３２０円）８２０円 ４９０円 ０円 ３００円 ３００円

第２
段階
第２
段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金
収入額が８０万円以下の人

４９０円　
（４２０円）８２０円 ４９０円 ３７０円 ３９０円 ６００円

多床室多床室 施設
サービス
施設

サービス
短期入所
サービス
短期入所
サービス

従来型
個室
従来型
個室

ユニット型
個室的多床室
ユニット型
個室的多床室

ユニット型
個室

ユニット型
個室

本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金
収入額が８０万円超１２０万円以下の人

１，３１０円　
（８２０円）１，３１０円 １，３１０円 ３７０円 ６５０円 １，０００円第３

段階①
第３
段階①

本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金
収入額が１２０万円超の人

１，３１０円　
（８２０円）１，３１０円 １，３１０円 ３７０円 １，３６０円 １，３００円第３

段階②
第３
段階②

・第１段階　／単身１，０００万円、夫婦２，０００万円
・第２段階　／単身　６５０万円、夫婦１，６５０万円
・第３段階①／単身　５５０万円、夫婦１，５５０万円
・第３段階②／単身　５００万円、夫婦１，５００万円
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新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費や引っ越し費用の一部を補助します

令和４年度美浦村結婚新生活支援事業令和４年度美浦村結婚新生活支援事業
上 限

３０万
円

■問合せ・申請先　役場総務課☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４・２０５■問合せ・申請先　役場総務課☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４・２０５

　災害発生の直後からしばらくは、被災地やその近隣に住んでいる家族や知人の安否を確認しようと
通話やメールが集中するため、電話が繋がりづらくなったり、メールの送受信に時間がかかる状況に
なることもわかっています。
　しかし、パケット通信を利用した「アプリ」によ
る情報の受信は、この影響を受けにくい仕組みと
なっており、美浦村ではこれらの手段を活用して、
災害発生時の対応力向上と情報伝達手段のさらな
る多様化を図るため、「美浦村アプリ」を提供して
おります。美浦村アプリでは、災害情報だけでな
く、美浦村に関する最新情報や観光情報・映像・
広報紙等の資料について提供しています。お手持
ちのスマートフォンに「美浦村アプリ」をインスト
ールして、どうぞご活用ください。

　災害発生の直後からしばらくは、被災地やその近隣に住んでいる家族や知人の安否を確認しようと
通話やメールが集中するため、電話が繋がりづらくなったり、メールの送受信に時間がかかる状況に
なることもわかっています。
　しかし、パケット通信を利用した「アプリ」によ
る情報の受信は、この影響を受けにくい仕組みと
なっており、美浦村ではこれらの手段を活用して、
災害発生時の対応力向上と情報伝達手段のさらな
る多様化を図るため、「美浦村アプリ」を提供して
おります。美浦村アプリでは、災害情報だけでな
く、美浦村に関する最新情報や観光情報・映像・
広報紙等の資料について提供しています。お手持
ちのスマートフォンに「美浦村アプリ」をインスト
ールして、どうぞご活用ください。

▲

申請方法　
　必要書類を揃えて、申請期間内に役場総務課にご提出してください。
　※申請方法や提出書類などの詳細については個別に説明しますので、申請を希望
される方は村ホームページをご覧いただくか、役場総務課にお問い合わせください。

▲

申請方法
　必要書類を揃えて、申請期間内に役場総務課にご提出してください。
　※申請方法や提出書類などの詳細については個別に説明しますので、申請を希望
される方は村ホームページをご覧いただくか、役場総務課にお問い合わせください。

◎主な要件は？
・令和４年１月１日から令和５年３月３１日までの間に、
婚姻届を提出し受理されている。

・美浦村に居住又は、転入・転居の届出をしている。
・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下である。
・夫婦の所得額の合計が４００万円未満である。
　※貸与型奨学金を返済している場合は、令和４年中
の返済額を所得から控除できます。

◎主な要件は？
・令和４年１月１日から令和５年３月３１日までの間に、
婚姻届を提出し受理されている。

・美浦村に居住又は、転入・転居の届出をしている。
・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下である。
・夫婦の所得額の合計が４００万円未満である。
　※貸与型奨学金を返済している場合は、令和４年中
の返済額を所得から控除できます。

◎対象経費となる経費は？
・新規に美浦村内に住宅を取得した際の費用
・新規に美浦村内の住宅を賃借する際に要した費用
　（賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料）
　※ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている
　場合は、当該手当分を除きます。

・婚姻に伴う引越しに要した費用
・リフォーム費用

◎対象経費となる経費は？
・新規に美浦村内に住宅を取得した際の費用
・新規に美浦村内の住宅を賃借する際に要した費用
　（賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料）
　※ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている
　場合は、当該手当分を除きます。

・婚姻に伴う引越しに要した費用
・リフォーム費用

　お持ちのスマートフォンで、村ホームページを開き、トップページの最下部左側にあるアイコンを
クリックするかＱＲコードを読み込んでいただくことによって、美浦村アプリをインストールするこ
とができます。クリック後、表示される説明にしたがってインストールしてください。
※インストールは無料ですが、受信には通信料がかかり、金額は利用者の契約内容によります。

　お持ちのスマートフォンで、村ホームページを開き、トップページの最下部左側にあるアイコンを
クリックするかＱＲコードを読み込んでいただくことによって、美浦村アプリをインストールするこ
とができます。クリック後、表示される説明にしたがってインストールしてください。
※インストールは無料ですが、受信には通信料がかかり、金額は利用者の契約内容によります。

美浦村アプリをご活用ください美浦村アプリをご活用ください美浦村アプリをご活用ください
■問合せ　総務課☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５■問合せ　総務課☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

美浦村アプリのインストール方法美浦村アプリのインストール方法

iPhone以外の場合iPhone以外の場合iPhoneの場合iPhoneの場合
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～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～

新しい新しいマル福の受給者証マル福の受給者証マル福の受給者証 を６月下旬に郵送しますを６月下旬に郵送します

■問合せ　役場国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

■問合せ　村教育委員会子育て支援課☎０２９－８８５－０３４０（内）２３１・２３２■問合せ　村教育委員会子育て支援課☎０２９－８８５－０３４０（内）２３１・２３２

重度心身障がい者・父子家庭の父子・母子家庭の母子としてマル福制
度の対象となっている方の受給者証は、原則毎年６月末日で更新とな
ります。新しい受給者証を６月下旬に郵送しますので、現在ご使用の
受給者証は、有効期限経過後に各自で責任をもって処分してください。
ただし、下記に該当する方については更新の手続きが必要になります。
更新手続きのご案内を６月中旬に送付しますので、記載内容をご確認
のうえ、役場国保年金課までお越しください。

窓口で更新手続きが必要な方は？窓口で更新手続きが必要な方は？

▲

令和４年１月１日時点で、美浦村に本人もしくは扶養義務者の住民登録がない方
　市区町村が発行する証明書で令和３年分の所得額・控除額内訳・扶養控除人数の記載がある
　もの（令和４年度の所得等証明書、課税証明書等）をご準備ください。▲

本人もしくは扶養義務者の令和３年中の所得の申告がお済みでない方

※この他、必要に応じて窓口にお越しいただく場合があります。

詳しくは、６月に送付さ
れる通知をご覧ください。

６月から 　　　　　　　　　　　 されます６月から 　　　　　　　　　　　 されます６月から されます児童手当制度が一部改正児童手当制度が一部改正児童手当制度が一部改正
◆現況届の提出が原則「不要」となります◆現況届の提出が原則「不要」となります
受給者の負担軽減等のため、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、美浦村から児童手当が支給されているが美浦村に住所がない方など、一部の方につ
きましては引き続き現況届の提出が必要となります。

◆所得が上限額を超えると、特例給付が受けられなくなります◆所得が上限額を超えると、特例給付が受けられなくなります
令和４年６月分（令和４月１０月支給分）の手当から、受給者の所得が上限額を超える場合、特
例給付（月5,000円の手当）が受けられなくなります。上限額は、扶養親族等の人数によって
異なります。

所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額 )所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額 )
収入額の目安収入額の目安
１，０７１万円
１，１２４万円
１，１６２万円
１，２００万円
１，２３８万円
１，２７６万円

所　得　額所　得　額

１，０１０万円
１，０４８万円

８５８万円
８９６万円
９３４万円
９７２万円

扶養親族等の数扶養親族等の数

０人
１人
２人
３人
４人
５人
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美浦村では、「滞納者」と「納期限までに納税していただいている大多数の皆さま」との公平性を保つため、
滞納処分を厳正に執行しています。皆さまが納めている税金は、福祉や教育等の貴重な財源となりますの
で、納期限内の納税にご協力をお願いします。

税金は、定められた納期限までに納税者の皆さまに自主的に納めていただくもので、これが税本来の姿で
す。納税者が納期限までに納税しないことにより、督促状を送達したにも関わらず、完納されないことを

「滞納」といいます。滞納した場合は、督促手数料・延滞金を課され、さらに村は滞納者に帰属する財産
を差押え、換価（取立）し、その代金を滞納している村税等に配当する一連の処分である強制換価手続（滞
納処分）を行うことになります。
国や地方公共団体には、その財政基盤を確保するため、租税等の債権について、裁判所等の司法の執行機
関を通じることなく、自ら強制的に徴収することができる「自力執行権」が認められています。

◎滞納処分について◎滞納処分について

納税が困難になったとき、そのまま放置しておくと督促手数料・延滞金がついてしまうばかりでなく、差
押えなどの滞納処分を受けることがあります。納期限内に納税ができなくなった時や、一度に納付するこ
とが難しい時は、お早めにご相談ください。
※課税の内容については、納税通知書に記載されている課税担当課にお問い合わせください。

督促発布督促発布

財産調査財産調査

財産差押え財産差押え

換　価換　価

配　当配　当

滞納処分の手続の流れ滞納処分の手続の流れ

▲

滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融
機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し
質問・検査および捜索をすることができます。

▲

滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融
機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し
質問・検査および捜索をすることができます。

▲

督促状を発した日から１０日を経過した日までに、納税者
が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納
税者の財産を差押えなければなりません。

▲

督促状を発した日から１０日を経過した日までに、納税者
が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納
税者の財産を差押えなければなりません。

▲

差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権に
ついては取立てにより差押え財産を金銭に換えます。

▲

差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権に
ついては取立てにより差押え財産を金銭に換えます。

▲

納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発
しなければなりません。

▲

納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発
しなければなりません。

▲

差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

▲

差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

地方税法第３２９条、第３７１条、第４６３条の２５ 他

地方税法第２９８条、国税徴収法第１４１条、
第１４２条　他

地方税法第３３１条、第３７３条、第４６３条の２７他

国税徴収法第６７条、第９４条、第１０９条　他

国税徴収法第１２９条

納税相談はお早めに！

◎延滞金…次の割合で加算されます。
・納期限の翌日から１か月間は延滞金

特例基準割合に年１％を加算した割
合《令和４年は年２．４％》

・納期限の翌日から１か月を経過した
後は、延滞金特例基準割合に年７．３

　％を加算した割合
　《令和４年は年８．７％》

■問合せ　収納課☎０２９－８８５－０３４０

収　納収　納

財産の差押えを実施しています財産の差押えを実施しています

～納税の公平性を保つために～

《不動産公売》　公告件数４件　売却
　件数４件　換価金額１，２５５，５５５円
《債権差押え》　件数２６３件
　差押金額２３，８３２，０７９円
　取立金額１９，６０９，０３１円
※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、
　売掛金、年金、所得税還付金等
《不動産差押え》　件数８件
《不動産参加差押え》　件数５件
《競売事件等に対する交付要求》
　件数５０件

《不動産公売》　公告件数４件　売却
件数４件　換価金額１，２５５，５５５円

《債権差押え》　件数２６３件
差押金額２３，８３２，０７９円
取立金額１９，６０９，０３１円
※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、
　売掛金、年金、所得税還付金等
《不動産差押え》　件数８件
《不動産参加差押え》　件数５件
《競売事件等に対する交付要求》
件数５０件

令和３年度滞納処分実績令和３年度滞納処分実績
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上記の専用の投函箱脇に、村長へのたより専用の用紙が備え付けてあります。
用紙に必要事項を記入後、のり付けして郵便ポストに投函してください。

村公式ホームページのトップページ下部に「お問い合わせ」がありますので、総務
課宛てに送付してください。
※意見・要望以外の業務に関する問い合わせは、それぞれの担当課宛てに送付し
　てください。

みなさまの声をお聞かせくださいみなさまの声をお聞かせください
～村長へのたより～～村長へのたより～

公式ホームページからメールで

専用の投函箱「あなたの声を村政に～村長へのたより」が村の公共施設７か所に
設置されています。用紙に必要事項を記入後、投函してください。
《設置場所》
　役場、中央公民館、地域交流館みほふれ愛プラザ、保健センター、光と風の丘
　公園クラブハウス、文化財センター、老人福祉センター
※手紙を回収するまでにお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

専用の投函箱に

専用の用紙を郵送で

“村長へのたより”の送り方“村長へのたより”の送り方

■問合せ　総務課広報広聴係☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

村では、地域と行政が一体となって「住みよい街づくり」を進めるため、皆さんが日頃思っている
村政へのご意見やご要望を随時受け付けています。
村では、地域と行政が一体となって「住みよい街づくり」を進めるため、皆さんが日頃思っている
村政へのご意見やご要望を随時受け付けています。
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沼
嵜
朋
香

テ
レ
ビ
つ
け
れ
ば
悲
し
く
辛
い
話
ば
か
り
に
仰
ぐ
天　
　
　
　
　

長
谷
川
悦
子

晴
れ
の
誕
生
五
月
の
空
に
男
の
子
祝
う
や
鯉
の
ぼ
り　
　
　
　
　

増
尾
青
蓮

母
と
遠
出
に
気
に
な
る
天
気
服
の
選
び
に
気
が
揉
め
る　
　
　
　

山
岡
亜
子

青
葉
若
葉
は
晴
れ
間
に
冴
え
て
蛙
喜
ぶ
梅
雨
ま
ぢ
か　
　
　
　
　

山
岸
錦
洋

孫
が
お
ん
ぶ
と
昔
は
娘
天
は
青
々
散
歩
道　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
﨑
泰
弘

田
植
機
の
リ
ズ
ム
軽
や
か
遠
筑
波　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
野
安
佐
子

あ
ら
た
ふ
と
筑
波
の
峯
は
春
が
す
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
毛
恵
美
子

帰
り
た
や
白
藤
さ
か
る
我
が
窓
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
紀
行

霞
浦
堤
走
る
銀
輪
風
光
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
道
民
子

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
鮮
や
か
五
色
が
平
和
の
輪　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
澤
は
し
め

た
お
や
か
に
ゆ
れ
る
芍
薬
初
夏
の
風　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
美
佐
恵

今
朝
は
夫
好
み
の
筍
飯
を
作
り
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
柳
幸
子

水
神
に
供
う
野
の
花
立
夏
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
島
早
苗

牡
丹
咲
く
手
塩
に
か
け
し
亡
母
の
愛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
島
輝
子

家
中
を
放
ち
て
五
月
の
風
入
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
田
敏
笑

故
郷
は
筍
づ
く
し
昼
餉
膳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
尾
尚
子

長
閑
な
り
蕎
麦
を
待
ち
つ
つ
花
見
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
葉
統
子

深
夜
な
る
一
点
見
つ
め
菖
蒲
の
湯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎
き
み
枝

軽
ト
ラ
の
荷
台
に
揺
れ
る
早
苗
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
崎
典
子

鯉
の
恋
菰
揺
れ
激
し
な
お
濁
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
美
代
子

五
月
の
俳
句
（
題　
当
季
雑
詠
）

（
五
十
音
順
）

五
月
の
俳
句
（
題
当
季
雑
詠
）

（
五
十
音
順
）

正
調
俚
謡　
日
和
吟
社　
字
結
び
「
晴
・
天
」（
一
字
以
上
詠
み
込
み
）（
五
十
音
順
）

正
調
俚
謡
日
和
吟
社
字
結
び
「
晴
・
天
」（
一
字
以
上
詠
み
込
み
）（
五
十
音
順
）

正
調
俚
謡
日
和
吟
社
字
結
び
「
晴
・
天
」（
一
字
以
上
詠
み
込
み
）（
五
十
音
順
）

さ
つ
き

さ
つ
き

さ
つ
き

さ
つ
き

か
わ
ず

か

ほ
つ
つ
み

ふ
る
さ
と

ひ
る
げ
ぜ
ん

さ
な
え

こ
も

の
ど
か

お
は

は

広報みほ　令和４年６月号
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■問合せ　国保年金課年金係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１７

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…
「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

国民年金国民年金

経済的な理由等で国民年金保険料（令和４年度の保険料は月額１６，５９０円）を納めることが困難な場合は、申
請により保険料の納付が免除または猶予となる制度があります。
※任意加入者の方は、制度を利用することができません。
※免除・猶予とも所得制限があり、所得が一定額以下でなければ承認されません。ただし、離職者の方は
　申請の際に雇用保険被保険者離職票等を確認できれば、承認される場合があります。

※一部納付制度の承認期間中に保険料
を納付しなかった場合は、その未納
額および免除額は通常未納した場合
と同じ取扱いとなります。

０円

免除の割合

2 分の１免除

１２，４４０円

８，３００円

4分の１免除

納付する額

本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合、所得に応じ保険料の全額、または一部（３段階に分
かれます）が免除されます。

免除の割合

全額免除

４，１５０円

０円

１２，４４０円

８，３００円

4分の 3免除 4分の１免除

２分の１免除

納付する額 免除の割合 納付する額

▼免除の割合と納付する額（令和４年度／月額１６，５９０円の場合）

全額免除制度・一部納付（一部免除）制度全額免除制度・一部納付（一部免除）制度

５０歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。承認さ
れた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には加算されますが、年金受給額には反映されません。

納付猶予制度納付猶予制度納付猶予制度納付猶予制度

▲

申請方法や所得制限の基準等、詳細については国保年金課年金係までお問い合わせください。

保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金受
給額が低額となります。しかし、１０年以内に後から納付することで、年金受給額を増やすことができます。
また、社会保険控除により、所得税・住民税が軽減されます。

追納制度追納制度

フードパントリーinみほちゃん広場フードパントリーinみほちゃん広場
誰かの「今ちょっとしんどい」を「今大丈夫」な誰かが支える誰かの「今ちょっとしんどい」を「今大丈夫」な誰かが支える誰かの「今ちょっとしんどい」を「今大丈夫」な誰かが支える

　お渡しする食料品などは寄付金と助成金でまかなわれており数に限りがありますので、ご利用は１８歳以
下のお子さんのいるご家庭に限ります。いずれも予約が必要です。ＬＩＮＥ公式アカウントからお気軽に
どうぞ。下記ＱＲコードを読み取って友だち追加してください。ニックネームでもＯＫ。お渡しの日時や
場所をお知らせしています。

　お渡しする食料品などは寄付金と助成金でまかなわれており数に限りがありますので、ご利用は１８歳以
下のお子さんのいるご家庭に限ります。いずれも予約が必要です。ＬＩＮＥ公式アカウントからお気軽に
どうぞ。下記ＱＲコードを読み取って友だち追加してください。ニックネームでもＯＫ。お渡しの日時や
場所をお知らせしています。

２カ月に１度、食料品や
日用品、文房具などをお
渡しする日があります。

フードパントリーフードパントリーフードパントリー
月２回程度、夕方の時間
にボランティアが作るお
弁当をお渡ししています。

みほちゃん弁当みほちゃん弁当みほちゃん弁当
平日のボランティアセンター
開館時間内に食料など必要な
ものをお渡ししています。

いつでもパントリーいつでもパントリーいつでもパントリー

美浦村ボランティアセンター　☎０８０－４４７７－０６８７（直通）美浦村ボランティアセンター　☎０８０－４４７７－０６８７（直通）
◀フードパントリー
　ｉｎみほちゃん広場
　ＬＩＮＥ公式アカウント

◀フードパントリー
　ｉｎみほちゃん広場
　ＬＩＮＥ公式アカウント

広報みほ　令和４年６月号
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健やかづくり健やかづくり
For your healthy lifeFor your healthy life

６月は食育月間です。美浦村の合言葉は・・・ご存知ですか？

※コロナ禍で食生活に変化がみられ新しい生活様式になっている方も多いと思います。食育月間に改めて
　見直してみましょう。

食生活の要注意ポイント

マスクは飛沫の飛び散りを防ぐ一方で、喉の渇きを感じにくくなったり
体温が上がりやすくなるため、今まで以上に熱中症に注意が必要です。
骨の形成に関与するビタミンＤは、食事で摂取する他、紫外線にあたる
ことにより体の中で作られます。外出を自粛し、日光にあたる機会が減
少すると、ビタミンＤが体内で作られずに不足する可能性があります。
適度な日光浴を心がけましょう。
たんぱく質が不足すると、筋肉がおちてしまいます。肉や魚、大豆製品
や卵などを組み合わせて、たんぱく質をしっかり摂りましょう。
ステイホームの間に体重が増えてしまった方。体重増加の原因は活動量
の低下だけではないかもしれません。ちょこっと一口の間食、ほっと一
息の甘い飲み物、今までより増えていませんか？ほんの小さな一口も、
積み重なると高カロリーかも？！栄養成分表示を確認してみましょう。

み

ほ

ー

す

みほの食材を楽しみましょう

ほっとするね、１家族みんなで囲む食卓

「いただきまーす」食事のあいさつ・感謝の気持ちをわすれずに

すき嫌いをなくして、栄養バランスのよい食事

・

・

・

・

■問合せ　健康増進課
☎０２９－８８５－１８８９
■問合せ　健康増進課
☎０２９－８８５－１８８９

　 脱　　水　　に注意脱　　水　　に注意

ビタミンＤ不足 に注意ビタミンＤ不足 に注意

たんぱく質不足 に注意たんぱく質不足 に注意

ちょこっと間食 に注意ちょこっと間食 に注意

７月２５日（月）７月２５日（月）４ か 月 児 ▽対象者の方には、１カ月前に通知を
　郵送いたします。
▽新型コロナウイルス感染防止のため、
　日程が変更になる場合があります。

▽対象者の方には、１カ月前に通知を
　郵送いたします。
▽新型コロナウイルス感染防止のため、
　日程が変更になる場合があります。７月４日（月）７月４日（月）３ 歳 児

７月の
乳幼児健診

２４時間　救急電話相談☎２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９
子ども ♯８０００
おとな ♯７１１９迷ったら！

休 日 当 番 医 診療時間：午前９時～午後４時　※都合により当番医を変更することがあります。
お問合せ先：なるしま内科医院☎０２９－８６９－４８２０

７
月

６
月

７
月

おおさわ眼科
江戸崎ひかりクリニック

１９日
（日）

阿見
稲敷

☎０２９‐８４３‐７２７２
☎０２９‐８３４‐５７７７

なるしま内科医院
ゆはらクリニック

阿見
稲敷

☎０２９‐８８８‐８１８８
☎０２９‐８９２‐３３７２

あべ整形外科
坂本耳鼻咽喉科医院

１０日
（日）

阿見
稲敷

☎０２９‐８７５‐５３０３
☎０２９‐８９２‐２６２７

つじ耳鼻咽喉科クリニック
宮 本 病 院

１７日
（日）

阿見
稲敷

☎０２９‐８０１‐３３８７
☎０２９９‐７９‐２１１４

しんクリニック
江 戸 崎 眼 科

１８日
（月）

阿見
稲敷

☎０２９‐８７５‐５６８６
☎０２９‐８９２‐０２６２

２６日
（日）

まつばらウィメンズクリニック
江 戸 崎 病 院

阿見
稲敷

☎０２９‐８３０‐５１５１
☎０２９‐８９４‐２６１１

３日
（日）

毎年６月は「食育月間」
合言葉は「みほーす！」

毎年６月は「食育月間」
　　合言葉は「みほーす！」
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子育て支援センターは、未就学児とその保護者が一緒に遊んで交流できる場です。子育て情報
の提供、子育てに関する相談等を通じて子育て支援を行っています。お気軽にご利用ください。

☆子育て支援センターでは、人数と時間（最大２時間まで）の制限をしています。
利用したい方は事前に電話予約をしてください。

７月の子育てひろば
月 火 水 木 金 土日

おも

よみ

よち

よち

エンぴよ

エン

エン

ぴよ

休休

休休

休休

休休休休

休休 休休

休休

休休

　　　　　　　　　　　　 １　 ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０　　

３１

エン：エンジョイ子育て
◇対象　２歳児（Ｈ３１．４．２～Ｒ２．４．１生）
金曜日　午前１０時～１１時３０分

おも：おもちゃ図書館
◇対象　未就学児・障がいのある方
第２土曜日　午前１０時～１１時

よち：よちよちルーム
◇対象　１歳児（Ｒ２．４．２～Ｒ３．４．１生）
火曜日　午前１０時～１１時３０分

よみ：読み聞かせ
◇対象　未就学児
第１土曜日　午前１１時～１１時２０分

☆ご利用の際は、お子様の対象となるひろばをホームページや子育てカレンダーでご確認ください。
　状況によって子育てひろばの内容を変更する場合があります。

ぴよ：ぴよぴよサロン
◇対象　２カ月～１歳３カ月児・妊婦さん
　木曜日　午前１０時～１１時３０分
★月に一度、保健師・助産師・栄養士による
「育児相談　 」を行います。

育

薄くてデリケートな乳幼児の肌を、トラブルから守るための対策をしましょう。
紫外線が気になる季節（紫外線が一番強いのは５～９月頃）となりました。
薄くてデリケートな乳幼児の肌を、トラブルから守るための対策をしましょう。

つばのついた帽子や、首筋に日除け（ガーゼやタオルで代用可）があるとよいでしょう。
★帽子を被りましょう
つばのついた帽子や、首筋に日除け（ガーゼやタオルで代用可）があるとよいでしょう。
★帽子を被りましょう

暑い時期ではありますが、肌の露出を少しでも少なくしましょう。
☆薄手の長袖、長ズボンをはきましょう
暑い時期ではありますが、肌の露出を少しでも少なくしましょう。
☆薄手の長袖、長ズボンをはきましょう

紫外線の強い午前１０時から午後２時頃までの外出はできるだけ控え、可能であれば日傘をさしたり、
ベビーカーのサンシェードを使用して、地面からの照り返しにも気を付けましょう。

★日陰を選びましょう
紫外線の強い午前１０時から午後２時頃までの外出はできるだけ控え、可能であれば日傘をさしたり、
ベビーカーのサンシェードを使用して、地面からの照り返しにも気を付けましょう。

★日陰を選びましょう

使用前には、腕の内側に薄く塗り、赤くならないかパッチテストを行いましょう。
☆日焼け止めを塗る
使用前には、腕の内側に薄く塗り、赤くならないかパッチテストを行いましょう。
☆日焼け止めを塗る

乳幼児の紫外線対策乳幼児の紫外線対策乳幼児の紫外線対策

問合せ
子育て支援センター（みほふれ愛プラザ内）☎０２９－８８５－６５１１＊午前９時３０分～午後６時（水曜・日曜・祝日休業）
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・配布本がなくなり次第、一時終了いたします。
※配布は上記の期間外も実施しております。
・お一人様何冊でもお持ち帰りいただけます。
・お持ち帰りいただいた本は返却できません。ご自宅
でお楽しみください。

・混雑時は人数を制限してのご案内となります。待機
中は間隔を空けての整列にご協力ください。また、
開始時間以前のご来館はお控えください。

・配布本がなくなり次第、一時終了いたします。
※配布は上記の期間外も実施しております。
・お一人様何冊でもお持ち帰りいただけます。
・お持ち帰りいただいた本は返却できません。ご自宅
でお楽しみください。

・混雑時は人数を制限してのご案内となります。待機
中は間隔を空けての整列にご協力ください。また、
開始時間以前のご来館はお控えください。

《期間》６月２８日（火）午前１０時～７月５日（火）午後５時
《場所》中央公民館　図書室前廊下
《期間》６月２８日（火）午前１０時～７月５日（火）午後５時
《場所》中央公民館　図書室前廊下

資源の有効活用を図ることを目的として、古くなり利
用されなくなった本を、皆さまに無償でお譲りします。

本のリサイクルを行います本のリサイクルを行います本のリサイクルを行います

中央公民館図書室では蔵書点検を行うため、次の期間
中の図書室・閲覧室の利用ができません。皆さまには
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願
いいたします。
《休室期間》６月２８日（火）～７月５日（火）
・返却ポストは休室期間中もご利用になれます。
・ＤＶＤ、雑誌、紙芝居、大型絵本については７月６
日（水）以降に図書室カウンターにご返却ください。
返却ポストによる返却はできません。

蔵書点検による休室のお知らせ蔵書点検による休室のお知らせ蔵書点検による休室のお知らせ

こども向けスタンプラリー実施中こども向けスタンプラリー実施中こども向けスタンプラリー実施中
スタンプを最後まで集めると、プレゼント
がもらえます。ぜひ、挑戦してください。
◇対象　未就学児～中学生
◇期間　９月３０日（金）まで

スタンプを最後まで集めると、プレゼント
がもらえます。ぜひ、挑戦してください。
◇対象　未就学児～中学生
◇期間　９月３０日（金）まで

◎野菜だより（隔月刊）◎野菜だより（隔月刊）
＊令和 4年 7月号から購読開始＊令和 4年 7月号から購読開始

新しい雑誌が増えました新しい雑誌が増えました 雑誌の最新号は、透明カ
バーに入っている間は貸
出できません。図書室内
でお楽しみください。

図 書 室 便 り図 書 室 便 り
ス
マ
ホ

■開室時間　午前９時～午後５時（水曜日のみ午後７時まで延長）

■問合せ
中央公民館図書室☎０２９－８８５－８４４２

スマートフォン https://www.lics
-saas.nexs-service.jp/miholib/spopac/
index.do

■インターネット蔵書検索
パソコン　https://www.lics-saas.nexs-service.jp/m
iholib/webopac/index.do

月の図書室カレンダー月の図書室カレンダー７７

※月曜・祝日・毎月最終火曜日は休室

ブックスタートとは、地域や家族みんな
で赤ちゃんが絵本と出会える環境作りを
応援する運動です。健診の待ち時間に、
かわいい絵本の入った「ブックスタート
・パック」をお渡ししています。

日時 ７月２５日（月）午後１時～
会場 保健センター
対象 ４カ月児健診を受診する親子

お話し会「虹」の皆さんによるお話し会
を行います。
読んでほしい本がありましたら、当日で
も構いませんのでリクエストしてくださ
い。自宅の本の持ち込みも可能です。

お話し会「虹」の皆さんによるお話し会
を行います。
読んでほしい本がありましたら、当日で
も構いませんのでリクエストしてくださ
い。自宅の本の持ち込みも可能です。

日時 ６月１８日（土）午前１１時～
会場 中央公民館１階　創作室

開室時間およびイベント等については、新型コロナ
ウイルス感染症対策の状況に応じて変更・中止に
なることがございます。
最新の情報につきましては、村公式ホームページを
ご確認いただくか、図書室までお問合せください。

開室時間およびイベント等については、新型コロナ
ウイルス感染症対策の状況に応じて変更・中止に
なることがございます。
最新の情報につきましては、村公式ホームページを
ご確認いただくか、図書室までお問合せください。

２８ ２９ ３０

２２

８

１０

１９１８

１２

４
休休 休休

休休 休休

休休

休休

休休 休休

休休休休

９

１６

２７

５ ６ ７

２１２０

２５ ２６

２３

１１ １５１４１３

１７

３

日 月 火 水 木 金 土

新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・こもれび森のイバライ
ド（稲敷市）にて配布しています。

１ ２

お話し会

ブックスタート

２４
３１
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　消費生活に関する
問合せ・相談は消費
 生活センターへ

と「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？思っていませんか？

消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！
消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！
消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！
消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！

ＳＮＳやネットで見つけたもうけ話

令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に！ 怪しいもうけ話にはご注意を！

カンタンにもうかると思ったのに…

◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関する相談は消費生活に関する相談は

い や やい や や

司法書士会より司法書士相談員が派遣
され、登記・相続・消費生活に関する
相談が無料で受けられます。相談の２
日前までにご予約下さい。

【開催日時】７月１日（金）午前９時３０分
から１１時３０分まで
【会場・受付】美浦村消費生活センター

司法書士による無料相談司法書士による無料相談

ＳＴＯＰＳＴＯＰＳＴＯＰ 安易な契約安易な契約
簡単にもうかるうまい話はない！１

借金をしてまで契約しない！２ 令和４年４月からは
「１８歳で成人」に！３

●「簡単に稼げる」「もうかる」と言われても契約しないこと。
「情報商材」は買うまで中身が分からない。
　買っても簡単にもうかるとは限らない。
●実際に成功したという人物が登場する広告や、料金が分からないものもある。
●具体的なしくみが分からない、後から高額な契約を勧められたなど、おかしい、
　怪しいと思ったらきっぱりと契約を断ろう。
●マッチングアプリなどで知り合った人から、暗号資産を使ったもうけ話などを勧められることもある。

●「お金が無い」と言って断ろうとしてもクレジッ
トカードやリボ払いなどを利用させたり、学生
ローン等の借金を求められることがある。

●「すぐに元が取れるから大丈夫」など
　と言われても「契約しない」とはっき
　り断ろう。契約しない！

●成人になると、１人で契約できる反面、原則と
して一方的に契約をやめることができない。未
成年者取消もできないため、契約する

　かどうか慎重に考えよう。
●不安に思ったら、その場で契約せずに
　家族や消費生活センター「１８８」などに
　相談しよう。

簡単…

安心…

儲かる…

「情報商材」とは、インターネット通販などで副業、投資やギャンブルなどで高額収入を得るためのノウハウな
どと称して販売されている情報のこと。ＰＤＦや動画、メールマガジン、アプリ、冊子、ＤＶＤなどのさまざ
まな形式がある。ＳＮＳやネット上の広告をきっかけに購入してしまうケースが多い。
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（広告欄）

詳細は村ホームページをご覧になるか
役場総務課までお問合せください。

１枠２，７００円～（先着）
※ページ構成上募集がない月もあります。

広報みほに広告を掲載しませんか

お知らせお知らせ
公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。
公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。

本
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
等
に
つ
い

て
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た

め
、
延
期
や
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
開
催
に

関
す
る
問
合
せ
は
各
問
合
せ
先
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

☎
０
２
９

－

２
３
１

－

１
３
６
２

※

相
談
料
金
は
無
料
で
す
が
通
話

料
金
が
か
か
り
ま
す
。

※

こ
の
電
話
番
号
は
実
施
日
時
以

外
は
ご
利
用
に
な
れ
ま
せ
ん
。

◇
問
合
せ　

茨
城
県
弁
護
士
会
事

務
局
☎
０
２
９

－
２
２
１

－

３

５
０
１

　

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
と
は
、
認
知

症
の
人
や
そ
の
家
族
、
専
門
職
や

地
域
住
民
が
お
互
い
に
交
流
し
た

り
、
情
報
交
換
を
し
た
り
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
る
カ

フ
ェ
の
こ
と
で
す
。
息
抜
き
が
で

き
た
り
、
相
談
す
る
こ
と
で
気
持

ち
が
楽
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
要
予
約
）

◇
日
時　

６
月
２４
日（
金
）午
後
１

時
３０
分
〜
３
時
３０
分
（
受
付
午

後
１
時
〜
）

◇
場
所　

美
浦
村
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
木
原
１
５
０

－

２
）

◇
参
加
費　

無
料

◇
定
員　

先
着
１５
名

◇
申
込
先
・
問
合
せ　

美
浦
村
社

会
福
祉
協
議
会
☎
０
２
９

－

８

８
５

－

０
０
３
８

◇
主
催　

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
を
推

進
す
る
会

女
性
に
対
す
る
暴
力
（
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
、
ス

ト
ー
カ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
）
や
離
婚
に
関
す
る

諸
問
題
、
職
場
に
お
け
る
差
別
、

同
性
婚
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
女

性
の
権
利
一
般
に
関
す
る
無
料
電

話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
各
弁
護

士
会
で
こ
れ
ら
の
問
題
に
詳
し
い

弁
護
士
が
、
対
処
の
方
法
や
正
し

い
法
律
知
識
を
提
供
し
適
切
な
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
主
催　

茨
城
県
弁
護
士
会
・
日

本
弁
護
士
連
合
会

◇
日
時　

６
月
２８
日（
火
）午
後
１

時
〜
４
時

◇
相
談
方
法　

弁
護
士
に
よ
る
無

料
電
話
相
談

☎
０
２
９

－

２
３
１

－

１
３
６
１

◇
梅
雨
時
期
の
備
え

梅
雨
時
期
は
、
大
雨
や
長
雨
に

よ
る
土
砂
災
害
や
水
害
が
発
生
し

や
す
く
な
り
ま
す
。
村
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、

事
前
に
避
難
方
法
や
避

難
場
所
等
を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

◇
気
象
情
報
等
に
注
意
す
る

大
雨
・
土
砂
災
害
対
策
の
基
本

は
情
報
収
集
で
す
。
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活

用
し
、
気
象
情
報
、
雨
量
、
水
位

情
報
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
情
報

収
集
に
は
次
の
よ
う
な
方
法
が
あ

り
ま
す
。

▼
美
浦
村
防
災
メ
ー
ル

気
象
注

意
報
や
気
象
警
報
を
、
メ
ー
ル

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

土
砂

災
害
や
洪
水
の
危
険
度
分
布
を
、

地
図
上
で
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
テ
レ
ビ
の
ｄ
ボ
タ
ン

災
害
時

に
、
地
域
の
避
難
情
報
や
河
川

の
状
況
等
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◇
早
め
の
避
難

乳
幼
児
が
い
る
、
寝
た
き
り
の

高
齢
者
が
い
る
等
、
家
庭
の
状
況

に
よ
っ
て
は
避
難
に
時
間
が
か
か

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
各
家
庭
に

合
っ
た
避
難
方
法
を
考
え
、
災
害

に
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
【
第
３６
回
・
終
わ
り
】

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報　
３６

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報
３６

『
梅
雨
』と
防
災

『
梅
雨
』と
防
災

女
性
の
権
利
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

（
認
知
症
カ
フ
ェ
）

広報みほ　令和４年６月号
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◇
職
務
内
容
／

募
集
人
数

教
諭（
預
か
り
保
育
担
当
）／
１
名

◇
応
募
資
格　

美
浦
幼
稚
園
に
通

勤
可
能
な
健
康
な
方
で
、
幼
稚

園
教
諭
免
許
又
は
保
育
士
免
許

を
有
す
る
方
。

※

地
方
公
務
員
法
第
１６
条
の
欠
格

条
件
に
該
当
す
る
方
は
申
込
で

き
ま
せ
ん
。

◇
任
用
期
間　

任
用
開
始
日
〜
令

和
５
年
３
月
３１
日

◇
勤
務
日
数
及
び
時
間　

週
５
日

　

午
後
２
時
〜
６
時
（
預
か
り

保
育
実
施
時
間
）

◇
勤
務
場
所　

美
浦
幼
稚
園
（
美

浦
村
大
谷
１
０
５
９
）

◇
給
与　

時
給
１
０
０
２
円
〜

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
有
り

・
支
給
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、

通
勤
費
用
が
支
給
さ
れ
ま
す

◇
社
会
保
険
料
・
雇
用
保
険
料
等

加
入
あ
り

◇
休
暇
等　

規
則
に
基
づ
き
年
次

休
暇
を
付
与
し
ま
す

◇
選
考
方
法　

書
類
選
考
及
び
面

接
選
考

◇
申
込
方
法　

美
浦
幼
稚
園
に
必

要
書
類
を
持
参

◇
受
付
時
間　

平
日
午
前
８
時
３０

分
〜
午
後
５
時
１５
分
（
土
・
日

　

・
祝
日
は
受
け
付
け
て
お
り
ま

せ
ん
）

◇
提
出
書
類　

①
申
込
書
、
②
資

格
を
有
す
る
書
類
の
写
し
（
幼

稚
園
教
諭
又
は
保
育
士
免
許
）

◇
問
合
せ　

美
浦
幼
稚
園
☎
０
２

９

－

８
８
５

－

４
３
３
４

今
年
も
美
浦
村
花
い
っ
ぱ
い
事

業
の
一
環
と
し
て
、
大
好
き
美
浦

村
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー
協
議
会
（
松

本
政
幸
代
表
）
で
は
、
村
内
に
ス

イ
セ
ン
の
球
根
植
栽
を
計
画
し
て

い
ま
す
。
ス
イ
セ
ン
の
球
根
を
お

分
け
い
た
だ
け
る
方
は
、
役
場
企

画
財
政
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
量
が
多
い
場
合
に
は
、

引
き
取
り
に
も
伺
い
ま
す
の
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
募
集
期
間　

６
月
２０
日（
月
）〜

２２
日（
水
）

◇
問
合
せ　

役
場
企
画
財
政
課

▼
第
一
種
電
気
工
事
士
受
験
対
策

（
筆
記
）

・
内
容　

第
一
種
電
気
工
事
士
の

筆
記
試
験
対
策

・
持
参
品　

筆
記
用
具

・
実
施
日
時　

８
月
２８
日（
日
）、

　

９
月
４
日（
日
）、
１１
日（
日
）

※

３
日
間
（
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
ま
で
）

▼
基
本
情
報
技
術
者
試
験
対
策

・
内
容　

基
本
情
報
技
術
者
試
験

対
策

・
持
参
品　

筆
記
用
具

・
受
講
対
象
者　

Ｉ
Ｔ
パ
ス
ポ
ー

ト
試
験
合
格
者
ま
た
は
同
等
の

知
識
の
あ
る
方

・
実
施
日
時　

９
月
３
日（
土
）、

１０
日（
土
）、
１７
日（
土
）、
２４
日

（
土
）

※

４
日
間
（
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
ま
で
）

《
共
通
事
項
》

◇
申
込
期
間　

６
月
２７
日（
月
）〜

７
月
１５
日（
金
）

◇
定
員

２０
名

◇
受
講
料　

３
０
４
０
円

◇
申
込
方
法　

土
浦
産
業
技
術
専

門
学
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
」
の
ペ

ー
ジ
か
ら
電
子
申
請
に
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
抽
選

に
よ
る
選
考
と
な
り
ま
す
。

◇
問
合
せ
・
申
込
先　

茨
城
県
立

土
浦
産
業
技
術
専
門
学
院
（
〒

３
０
０

－

０
８
４
９
土
浦
市
中

村
西
根
番
外
５０
番
１
７
９
☎
０

２
９

－

８
４
１

－

３
５
５
１
、

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
９

－

８
４
１

－

４

４
６
５
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（htt

p://w
w
w
.t-gakuin.ac.jp/

）

「
け
し
」の
仲
間
は
、
春
か
ら
色

鮮
や
か
で
美
し
い
花
を
咲
か
せ
、

観
賞
用
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、「
け
し
」の
仲
間
に
は
、

法
律
で
栽
培
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

植
え
て
は
い
け
な
い「
け
し
」を

発
見
し
た
場
合
は
、
竜
ケ
崎
保
健

所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
連
絡
先　

茨
城
県
竜
ケ
崎
保
健

所
衛
生
課
☎
０
２
９
７

－

６
２

－

２
１
６
３

（広告欄）

会
計
年
度
任
用
職
員

（
幼
稚
園
教
諭
）募
集

ス
イ
セ
ン
の
球
根
を
お

分
け
く
だ
さ
い

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ

ナ
ー
受
講
生
募
集

植
え
て
は
い
け
な
い

「
け
し
」

ケシ（八重）
【ソムニフェルム種】

アツミゲシ
【セティゲルム種】

▼植えてはいけない「けし」の例
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（広告欄）

令
和
４
年
度
茨
城
県
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会
「
団
体
競
技
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
競
技
」
の
参
加
申

込
を
６
月
１３
日（
月
）か
ら
７
月
２０

日（
水
）の
期
間
で
行
い
ま
す
。
申

込
方
法
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
県
障
害
福
祉
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（https://w
w
w
.pref.ibara

ki.jp/hokenfukushi/shofuk
u/7-3.htm

l

）
に
掲
載
い
た
し
ま

す
の
で
、
ご
確
認
の
う
え
役
場
福

祉
介
護
課
、
施
設
、
学
校
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ　

茨
城
県
障
害
者
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
協
会
☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３
３
７
５
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

０
２
９

－

３
０
１

－

３
３
７
８

税
務
署
や
国
税
局
で
「
税
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
と
し
て
勤
務
す

る
税
務
職
員（
国
家
公
務
員
）を
募

集
し
ま
す
。

◇
受
験
資
格

・
令
和
４
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学

校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者
お
よ
び
令
和
５
年
３
月

ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中
等

教
育
学
校
卒
業
見
込
み
の
者

・
人
事
院
が
前
項
に
掲
げ
る
者
に

準
ず
る
と
認
め
る
者

※

試
験
は
高
等
学
校
卒
業
程
度

◇
申
込
方
法　

原
則
と
し
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト（https://w

w
w

.jinji-shiken.go.jp/juken.
htm

l

）申
込
み
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
が
で
き

な
い
場
合
は
第
１
試
験
地
を
所

轄
す
る
国
税
局（
国
税
事
務
所
）

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◇
受
付
期
間　

６
月
２０
日（
月
）午

前
９
時
〜
２９
日（
水
）受
信
有
効

◇
試
験
日

▼
第
１
次
試
験　

９
月
４
日（
日
）

▼
第
２
次
試
験

１０
月
１２
日（
水
）

〜
２１
日（
金
）の
う
ち
第
１
次
試

験
合
格
通
知
書
で
指
定
す
る
日

◇
問
合
せ

土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
関
連

　

人
事
院
人
材
局
試
験
課
（
午
前

９
時
〜
午
後
５
時
受
付
）

☎
０
３

－

３
５
８
１

－

５
３
１
１

内
線
２
３
３
３

▼
前
項
以
外　

関
東
信
越
国
税
局

人
事
第
二
課
試
験
係
（
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
受
付
）

☎
０
４
８

－

６
０
０

－

３
２
９
０

内
線
２
０
９
７

《
体
験
会
》
５
月
１８
日（
水
）、６
月

１２
日（
日
）、
７
月
２０
日（
水
）、

　

８
月
２４
日（
水
）午
後
１
時
３０
分

〜（
受
付
午
後
１
時
〜
）

▼
機
械
技
術
科
・
自
動
車
整
備
科

　

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
科
・

ＩＴ
技
術
科

《
見
学
会
》
５
月
２８
日（
土
）、６
月

１８
日（
土
）、
７
月
２
日（
土
）、

　

７
月
１６
日
（
土
）
、
８
月
３
日

（
水
）午
前
１０
時
３０
分
〜（
受
付

午
前
１０
時
〜
）

◇
場
所　

茨
城
県
立
土
浦
産
業
技

術
専
門
学
院
（
土
浦
市
中
村
西

根
番
外
５０
番
１
７
９)

◇
申
込
先
・
問
合
せ　

茨
城
県
立

土
浦
産
業
技
術
専
門
学
院
☎
０

２
９

－

８
４
１

－

３
５
５
１
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
９

－

８
４
１

－

４

４
６
５

◇
対
象　

昭
和
１７
年
３
月
３１
日
以

前
の
生
ま
れ（
８０
才
以
上
）で
、

　

ご
自
分
の
歯
を
２０
本
以
上
保
っ

て
い
る
方
（
治
療
さ
れ
て
い
て

も
結
構
で
す
。）

※

入
賞
歴
の
あ
る
方
の
再
応
募
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

◇
主
催　

茨
城
県
歯
科
医
師
会

◇
応
募
方
法　

官
製
ハ
ガ
キ
ま
た

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
郵
便
番
号
、
住
所
、

氏
名（
ふ
り
が
な
）、性
別
、生
年

月
日
、
電
話
番
号
、
か
か
り
つ

け
歯
科
医
院
又
は
最
寄
り
の
歯

科
医
院
名
、
歯
科
医
院
の
電
話

番
号
を
記
入
し
、
茨
城
県
歯
科

医
師
会
８
０
２
０
事
業
係
へ
お

申
し
込
み
下
さ
い
。
申
し
込
ま

れ
た
方
に
は
口
腔
診
査
票
を
送

り
ま
す
の
で
、
歯
科
医
院（
会

員
の
歯
科
医
院
）で
口
腔
診
査

を
受
け
て
下
さ
い
。
茨
城
県
歯

科
医
師
会
会
員
の
歯
科
医
院
に

て
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。
診

査
の
際
、
日
常
の
笑
顔
な
ど
の

写
真
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◇
応
募
期
間　

７
月
２２
日（
金
）必
着

※

申
込
み
後
に
口
腔
診
査
を
お
受

け
い
た
だ
く
期
間
は
７
月
２９
日

ま
で
で
す
。

◇
入
賞
者

１０
名
程
度
を
選
出

◇
審
査
結
果　

入
賞
者
に
は
賞
状

及
び
記
念
品
を
お
送
り
し
ま
す
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ　

茨
城
県
歯

科
医
師
会
（
〒
３
１
０

－

０
９

１
１
水
戸
市
見
和
２

－

２
９
２

－

１
）
☎
０
２
９

－

２
５
２

－

２
５
６
１
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
９

－

２
５
３

－

１
０
７
５

県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
参
加
者
募
集

２
０
２
２
年
度
税
務

職
員
採
用
試
験

土
浦
産
業
技
術
専
門
学
院

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

８
０
２
０
高
齢
者
よ

い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

広報みほ　令和４年６月号
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行
政
相
談
員
は
、
総
務
省
か
ら

委
託
さ
れ
、
国
・
県
・
市
町
村
な

ど
の
行
政
に
関
す
る
相
談
や
、
そ

の
解
決
の
た
め
の
活
動
を
し
て
い

ま
す
。

　

美
浦
村
に
お
い
て
は
栗
山
和
男

さ
ん
が
相
談
員
と
し
て
活
動
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
困
っ
て
い
る
こ
と
、
悩
ん

で
い
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

毎
月
第
４
金
曜
日　

午

前
１０
時
〜
正
午

◇
場
所　

役
場
１
階
住
民
相
談
室

ま
た
は
会
議
室

◇
問
合
せ　

役
場
総
務
課

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
６６
条

の
２
第
一
項
に
基
づ
き
、
食
品
取

扱
者
は
保
菌
検
査（
検
便
）を
実
施

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
対
象　

村
内
の
食
品
取
扱
（
調

理
・
販
売
等
）
従
事
者
（
パ
ー

ト
等
も
含
む
）

◇
実
施
方
法　

一
年
に
一
回
以
上

検
査
機
関
に
て
保
菌
検
査
（
検

査
項
目
：
赤
痢
菌
・
サ
ル
モ
ネ

ラ
属
菌
・
腸
管
出
血
性
大
腸
菌

Ｏ

－

１
５
７
）
を
実
施
し
て
く

だ
さ
い
。
検
査
機
関
の
指
定
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
取
引
先
が
な

い
場
合
、
次
の
検
査
機
関
で
の

実
施
が
可
能
で
す
。

◇
検
査
機
関

江
東
微
生
物
研
究
所

◇
検
体
容
器　

食
品
衛
生
協
会
会

員
の
方
は
、
食
品
衛
生
指
導
員

を
通
じ
て
配
布
予
定
。
会
員
以

外
の
方
は
竜
ケ
崎
食
品
衛
生
協

会（
竜
ケ
崎
保
健
所
内
）に
取
り

に
来
て
く
だ
さ
い
。

※

ハ
ガ
キ
を
ご
持
参
く
だ
さ
い

◇
検
査
手
数
料（
税
込
）

▼
会
員　

一
検
体
に
つ
き
７
０
０

円
▼
会
員
以
外　

一
検
体
に
つ
き
１

０
０
０
円

※

検
査
項
目　

赤
痢
・
サ
ル
モ
ネ

ラ
属
菌
・
Ｏ

－

１
５
７
を
含
む

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

◇
検
体
提
出
方
法　

検
体
採
取
後

速
や
か
に
専
用
封
筒
（
後
納
郵

便
）
を
使
用
し
郵
便
に
て
送
付

し
て
く
だ
さ
い
。

※

採
取
後
３
日
以
内

◇
問
合
せ

▼
竜
ケ
崎
食
品
衛
生
協
会
☎
０
２

９
７

－

６
２

－

８
７
４
７

▼
竜
ケ
崎
保
健
所
衛
生
課
☎
０
２

９
７

－

６
２

－

２
１
６
３
（
保

菌
検
査
全
般
に
つ
い
て
）

６月１日は　　　　　　　　　　　　　　　です

全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年６月１日を「人権
擁護委員の日」と定め、人権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。
人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間人で、地域の皆さんからの
人権相談を受け、解決のお手伝いをしたり、人権侵犯の被害者を救済したり、地域住民の皆さんに
人権について関心を持ってもらえるような様々な啓発活動を行っています。この制度は、官民一体
となって人権擁護活動を行うことが望ましいという観点から設けられた制度で、諸外国には例を見
ないものです。
現在、約１万４，０００名の人権擁護委員が全国の各市町村に配置されています。

◆問合せ　水戸地方法務局土浦支局☎０２９－８２１－０７９２◆問合せ　水戸地方法務局土浦支局☎０２９－８２１－０７９２

人権擁護委員の日人権擁護委員の日人権擁護委員の日

人権で困ったことがあれば、一人で悩まずにご相談ください

さなざまな人権問題に関する相談
みんなの人権１１０番
☎０５７０－００３－１１０

① いじめ・虐待など子どもの人権相談
子どもの人権１１０番
☎０１２０－００７－１１０

②

セクハラ・家庭内暴力など女性の人権相談
女性の人権ホットライン
☎０５７０－０７０－８１０

③ さなざまな人権問題に関するインターネット相談
インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/

④

◇開設日／相談時間　
①②③…月曜日から金曜日までの平日／午前８時３０分から午後５時１５分まで
④…２４時間

行
政
相
談
員
に
ご
相
談
を

食
品
取
扱
者
の
保
菌

検
査（
検
便
）の
実
施

区
長
・
副
区
長
会
議

　
　
　

区
長
会
総
会
を
開
催
し
ま
し
た

村内小学生の作品が優秀賞に！

安中小学校児童がやまゆりの苗を定植

飯村香月さん 髙木菜帆さん 石井瑚竜さん
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元
気
い
ば
ら
き
就
職

面
接
会（
水
戸
会
場
）

◇
対
象
者　

健
康
な
歯
を
保
た
れ

て
い
る
母
子
、
父
子

・
満
３
歳
か
ら
６
歳
（
平
成
２８
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
３１
年
４
月

１
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
未

就
学
の
幼
児
）
の
お
子
さ
ん
と

母
親
ま
た
は
父
親

・
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
歴
が

あ
る
親
子
の
再
応
募
は
ご
遠
慮

願
い
ま
す
。
な
お
、
茨
城
県
歯

科
医
師
会
で
は
「
脱
タ
バ
コ
宣

言
」
を
行
い
、
タ
バ
コ
対
策
を

積
極
的
に
推
進
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
喫
煙
習
慣
の
あ
る
親
は

対
象
外
と
し
ま
す
。

◇
応
募
方
法　

親
子
の
氏
名
（
ふ

り
が
な
）、生
年
月
日
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
電
話
番
号
、
か

か
り
つ
け
歯
科
医
院
ま
た
は
最

寄
り
の
歯
科
医
院
名
、
歯
科
医

院
の
電
話
番
号
を
記
入
し
、
ハ

ガ
キ
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
茨
城
県
歯
科

医
師
会
８
０
２
０
事
業
係
ま
で

お
申
込
み
下
さ
い
。
申
込
ま
れ

た
方
に
は
口
腔
診
査
票
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
歯
科
医
院
（
歯

科
医
師
会
会
員
の
歯
科
医
院
）

で
口
腔
診
査
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。
口
腔
診
査
は
、
歯
科
医
師

会
会
員
の
歯
科
医
院
で
無
料
で

受
け
ら
れ
ま
す
。

※

歯
科
医
院
の
診
査
の
際
、
親
子

の
顔
写
真
（
前
歯
が
見
え
て
い

る
笑
顔
の
写
真
）
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

◇
募
集
期
間　

７
月
２２
日（
金
）必
着

※

お
申
込
み
後
に
歯
科
医
院
で
口

腔
診
査
を
お
受
け
い
た
だ
く
期

間
は
７
月
２９
日
ま
で
で
す
。

◇
入
賞
者　

最
優
秀
、
優
秀
合
わ

せ
て
１０
組
以
内

◇
審
査
結
果　

入
賞
者
に
は
賞
状

及
び
記
念
品
を
お
送
り
し
ま
す
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ　

茨
城
県
歯

科
医
師
会
（
〒
３
１
０

－
０
９

１
１
水
戸
市
見
和
２

－
２
９
２

－

１
）
☎
０
２
９

－

２
５
２

－

２
５
６
１
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
９

－

２
５
３

－
１
０
７
５

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な
い
児

童
の
健
や
か
な
成
長
と
生
活
の
安

定
、
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
手

当
で
す
。

◇
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
。

た
だ
し
、
児
童
お
よ
び
父
、
母

ま
た
は
養
育
者
が
日
本
国
内
に

住
ん
で
い
な
い
場
合
や
公
的
年

金
の
受
給
額
に
よ
っ
て
、
受
給

要
件
が
異
な
り
ま
す
。

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る

程
度
の
障
が
い
に
あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
児
童

◇
手
当
の
額
（
月
額
）

▼
子
ど
も
が
１
人
の
場
合

　

４
万
３
１
６
０
円

▼
２
人
目
の
場
合
の
加
算
額

　

１
万
１
９
０
円

▼
３
人
目
以
降
の
加
算
額

　

６
１
１
０
円
（
１
人
に
つ
き
）

◎
手
当
を
受
給
中
の
方
へ

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
児
童
扶

養
手
当
を
受
け
る
資
格
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
資
格
喪

失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
を
し
な
い
ま
ま
支
給
を
受

け
た
場
合
、
そ
の
期
間
の
児
童

扶
養
手
当
は
全
額
返
還
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

・
婚
姻
の
届
出
を
し
た
と
き

・
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
く
て

も
事
実
上
の
婚
姻
関
係
（
男
性

と
同
居
、
ま
た
は
同
居
が
な
く

と
も
頻
繁
な
訪
問
が
あ
り
生
活

費
の
援
助
が
あ
る
場
合
）
に
な

　

っ
た
と
き

・
受
給
者
本
人
や
児
童
が
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入
所

し
た
り
、
転
出
し
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
受
給
者
が
監
護
ま
た

は
養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き

・
そ
の
他
支
給
要
件
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
と
き

◇
申
請
・
問
合
せ　

役
場
子
育
て

支
援
課

若
年
者
や
離
職
さ
れ
求
職
中
の

方
及
び
就
職
氷
河
期
世
代
の
方
を

対
象
に
、
合
同
就
職
面
接
会
を
開

催
い
た
し
ま
す
。
複
数
の
企
業
の

人
事
担
当
者
と
直
接
お
会
い
で
き

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
の
て
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
た
さ
い
。

※
予
約
不
要

◇
日
時　

７
月
１９
日（
火
）午
後
１

時
３０
分
〜
３
時
３０
分
（
受
付
午

後
１
時
か
ら
）

◇
場
所　

水
戸
合
同
庁
舎
２
階
大

会
議
室
（
水
戸
市
柵
町
１

－

３

親
と
子
の
よ
い
歯
の

コ
ン
ク
ー
ル

児
童
扶
養
手
当

－

１
）

※
来
場
は
、
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。（
ＪＲ
水
戸
駅
南

口
か
ら
徒
歩
約
１０
分
）

◇
対
象
者　

若
年
者
や
離
職
中
の

求
職
者
及
び
就
職
氷
河
期
世
代

の
方

◇
参
加
事
業
所　

約
２０
社

◇
問
合
せ　

県
労
働
政
策
課
い
ば

ら
き
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０

２
９

－

２
３
３

－

１
５
７
６

〔
美
浦
村
へ
〕

○
稲
敷
農
業
協
同
組
合
様　

回
覧

板
１
０
０
枚

〔
社
会
福
祉
協
議
会
へ
〕

○
食
生
活
改
善
推
進
員
協
議
会
様

使
用
済
切
手

○
日
本
テ
キ
サ
ス
・
イ
ン
ス
ツ
ル

メ
ン
ツ
合
同
会
社
様　

食
料
品

３３
㎏

〔
善
意
銀
行
へ
〕

○
片
岡
隆
治
様　

７
０
０
０
円

○
善
意
銀
行
募
金
箱　

１
万
３
６

４
８
円

〔
や
ま
ゆ
り
基
金
へ
〕

○
郷
中
さ
と
の
会
様　

１３
万
６
５

３
１
円

◇
あ
り
が
と
う

　

 　

ご
ざ
い
ま
し
た

善　

意
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公共機関等お問合せ一覧

放送内容が聞き取りにくかった場合、音
声で放送内容を確認できます。

災害等に関する緊急情報等を
メールで受け取ることができ
ます。ホームページか、右の
ＱＲコードから登録できます。

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス

☎０２９－８８５－００１０☎０２９－８８５－００１０

６月の納税

美浦村防災メール

美 浦 村 役 場
みほふれ愛プラザ
子育て支援センター
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文 化 財 セ ン タ ー
光 と 風 の 丘 公 園
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
大谷時計台児童館
木 原 城 山 児 童 館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社 会 福 祉 協 議 会
デイサービスセンター
老人福祉センター
シルバー人材センター
消費生活センター
美 浦 村 商 工 会

☎０２９－８８５－０３４０
☎０２９－８８５－６５１１
同上プラザ内
☎０２９－８８５－４４５１
☎０２９－８８５－８４４２
☎０２９－８８６－０２９１
☎０２９－８８５－６７１１
☎０２９－８８５－１８８９
☎０２９－８８５－０７２０
☎０２９－８８５－０５９７
☎０２９－８８５－１０６４
☎０２９－８８５－１５４９
☎０２９－８８５－４４８８
☎０２９－８８５－００３８
☎０２９－８８５－８８８５
☎０２９－８８５－７０８０
☎０２９－８８６－０００７
☎０２９－８８５－７１４１
☎０２９－８８５－２２５０

（広告欄）

納期限は６月３０日（木）です。
（１期）村 県 民 税

平日、住民課窓口に来られない方へ

美浦村メガソーラー発電量美浦村メガソーラー発電量
累計（今年度）２７５，２５１ｋWh ２７５，２５１ｋWh４月の発電量

◎住民課窓口時間延長
毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分～７時に実施します。

・６月・７月の実施日 ６月８日・２２日、７月１３日・２７日
・取扱業務　各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付、

　電子証明書の更新
※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。
◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）
事前に平日・午前８時３０分～午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。

※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。
◇問合せ　役場住民課

各種相談

個別健康
サポート相談
（要予約）

健康づくりについてお気軽にご相談ください。
日時 ７月６日（水）午前９時３０分～
　　　※一人１時間程度
申込・会場 保健センター☎０２９－８８５－１８８９

障がい者
相談

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等何でもご相
談に応じます。

（予約不要）
日時 ６月２０日（月）、７月１１日（月）
　　　午後１時～３時
会場 みほふれ愛プラザ

行政相談 国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

（予約不要）
日時 ６月２４日（金）午前１０時～正午
会場 役場１階会議室

ＦＡＸ

教育相談

学校生活、子育てなどで悩みがあるときはご相談ください。

▼電話相談・来所相談・訪問相談
開所時間 月～金曜日※祝日を除く
　　　　　午前９時～午後５時
相談・予約 光と風の丘公園クラブハウス内
☎・ ０２９－８８５－７７８８

美浦村教育相談
センター

弁護士による
法律相談

心配ごと
相談

申込 社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８
会場 老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０

※予約は随時受付。

美浦村社会福祉
協議会主催

日時　７月２７日（水）午後１時３０分～４時

日時 ７月４日（月）、１９日（火）
　　　午後１時～３時

※７月１日（金）午前８時３０分より申込受付。

広報みほ　令和４年６月号



令
和

４
年

５
月

１
日

現
在

の
人

口
と

世
帯

数
男

７
,５９６

　
女

７
,１０２

計
１４

,６９８（
前

月
比
±０

）
世

帯
数

６
,７６３（

前
月

比
＋２１

）
令
和
４
年
６
月
号
・
№
７２３

〒
３００

－０４９２
 茨

城
県

稲
敷

郡
美

浦
村

受
領

１５１５
ＴＥＬ

０２９（
８８５

）０３４０
ＦＡＸ

０２９（
８８５

）４９５３
 https://w

w
w

.vill.m
iho.lg.jp/

編
集

・
発

行
／

美
浦

村
役

場
総

務
部

総
務

課
広

報
広

聴
係

（広告欄）広告に関する一切の責任は各広告主に帰属し、村がその内容について推奨等をするものではありません。

令和４年度

「みほ文化講座」「美浦ゼミ」講師募集
令和４年度

「みほ文化講座」「美浦ゼミ」講師募集

中央公民館では、令和４年度後期に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集し
ます。原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。
中央公民館では、令和４年度後期に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集し
ます。原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。

■申込･問合せ　生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１■申込･問合せ 生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１

美 浦 ゼ ミ美 浦 ゼ ミみほ文化講座みほ文化講座

自分の知識や特徴を生かし、他の人にも伝え
たい方が講師となり開設する講座で、役場生
涯学習課が企画し、支援するものです。
◇回数　１０回以内
◇謝金　１開催日につき７，０００円
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村民が自ら企画提案し、講師となり実施する
学習会です。
◇回数　５回程度
※同一年度内で１講師１企画までとします。
◇謝金　１開催日につき３，０００円※辞退可能。
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後期後期

■テーマ
　生涯学習に関することなら、原則としてすべて可能です。ただし、内容が以下の項目に
該当するものは除きます。

　①　特定の政党や宗教の宣伝目的
　②　特定の企業や団体の宣伝または営利目的
　③　①②以外で村教育委員会が不適当と認めるもの
　なお、今後の感染症流行等の状況によっては、講座計画を延期、または中止とさせてい
　ただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
■期間
　令和４年１０月～令和５年３月末日
■会場　　　　
　美浦村中央公民館、木原地区多目的集会施設、安中地区多目的研修集会施設（各部屋）
■募集締切
　６月１７日（金）
※応募用紙は中央公民館に用意してあります。
※応募いただいた内容等を協議検討し、開設講座を選定し、７月中旬にご連絡いたします。
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